
タイプ 指定後の変化

A.　農専→調整→農振
(東方、折本、新羽大熊)

・急峻な農地の平坦化、農道の敷設、温室の建設

B.　調整→農専→農振
(菅田羽沢、西谷)

・急峻な農地の平坦化、農道の敷設

C.　調整→農振→農専
(鴨居・東本郷、柴、舞岡、北八朔、

長津田台)

・急峻な農地の平坦化、農道の敷設
・農専地区協議会メンバーの新たな営農活動の展開
・市の農業政策の追加的導入

田 畑 山林その他 計

1 池辺 昭和44.9.24 農専→調整→農振 180 ― 38.3 21.7 60
植木、軟弱野
菜

NT政策として 0.565
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認 苗木増殖組合

2 東方 昭和44.9.24 農専→調整→農振 196 ― 40.6 19.4 60 軟弱野菜 NT政策として 0.751667
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認 なし なし

3 折本 昭和44.9.24 農専→調整→農振 120 ― 27.5 15.5 43 軟弱野菜 NT政策として 0.581395
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認
有機野菜組合、
都筑フードネット

なし

4 大熊 昭和44.9.24 農専→調整→農振 65 ― 13.7 6.3 20 軟弱野菜 NT政策として 0.79
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

改良区なし 未確認 未確認 未確認 なし

5 新羽大熊 昭和44.9.24 農専→調整→農振 71 ― 16.5 6.5 23
軟弱野菜、植
木

NT政策として 0.691304
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認 苗木増殖組合 なし

6 牛久保 昭和44.9.24 ※ 21 ― 4.9 19.1 24 植木、野菜 NT政策として 0
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認 未確認 なし
農振地域・農用
地区域指定を拒
否

7
神奈川区菅田羽

沢
昭和47.3.31(変

更Ｈ3.4.20)
調整→農専→農振 109 ― 47 13.2 60.2

キャベツ、植
木

農地造成の
ため

0.833887
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認 なし なし

新駅建設の際の
残土で農地造
成。反対派が土
地改良後に農専
除外

8 戸塚区東俣野
昭和47.3.31(変
更Ｓ48.11.2/Ｈ

9.2.4)
調整→農専→農振 84 13.9 29.2 22.6 65.7

軟弱野菜、植
木

未確認 0.640791
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

農専地区協議会、
水利組合、北部灌
水、中部灌水、南部
灌水

年1回 未確認 なし

9 保土ヶ谷区西谷
昭和47.11.25(変

更Ｓ51.5.25)
調整→農専→農振 15 ― 12.1 13.1 25.2 野菜

土地改良の
ため

0.309524
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

改良区なし 未確認 未確認 未確認 なし

10 磯子区氷取沢 昭和48.3.22 調整→農専→農振 24 ― 5.9 15 20.9 野菜 未確認 0.291866
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

畑かん組合 未確認 未確認 なし

11 栄区田谷長尾台 昭和48.10.30 調整→農振→農専 75 13.5 11.8 9.8 35.1 稲* 未確認 0.643875
改正前に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

長尾台土地改良
区、田谷耕地管理
組合

年数回 未確認 なし

12 港南区野庭 昭和50.12.27 調整→農振→農専 42 1.3 15.6 26.5 43.4
野菜(鎌倉へ
向け直売)

未確認 0.345622
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

農専地区協議会 休止 未確認 なし

13 泉区中田 昭和51.5.13 調整→農振→農専 88 1.7 29.2 9.1 40 野菜、植木* 未確認 0.77
改正前に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

中田土地改良区 年数回 未確認 なし

14 泉区並木谷 昭和51.5.13 調整→農振→農専 61 ― 25.7 9.3 35 植木 未確認 0.757143
改正前に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

農専地区協議会、
畑かん組合

休止 未確認 なし

15 旭区上川井 昭和52.7.7 調整→農振→農専 59 ― 29.3 6 35.3 露地野菜

市からの農
業支援を得る
ため(米軍基
地内にあり、
農地利用以
外不可能)

0.504249
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

改良区なし 未確認 未確認 なし なし 米軍の土地

16 瀬谷区上瀬谷 昭和52.7.7 調整→農振→農専 108 11.4 68.6 12 92
軟弱野菜、
キャベツ、ウ
ド

市からの農
業支援を得る
ため(米軍基
地内にあり、
農地利用以
外不可能)

0.861957
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

改良区なし 農専地区協議会 年数回
生活クラブ生協と
の契約出荷

なし 米軍の土地

17 戸塚区舞岡 昭和54.9.17 調整→農振→農専 54 9.9 19.3 61.7 90.9 イモ、植木
農業継続の
ため

0.326733
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

農専地区協議会、
土地改良区、ふるさ
と村推進協議会

月1回

大手スーパーへ
の直納、一括販
売、市民との交
流活動

舞岡ふるさと村

18 戸塚区小雀 昭和55.4.25 調整→農振→農専 39 0.6 11.7 13.4 25.7 野菜、植木* 未確認 0.474708
改正前に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

農専協議会 隔月 未確認 なし

19 緑区鴨居東本郷 昭和57.1.13 調整→農振→農専 74 ― 15.8 3.3 19.1
野菜(生活ク
ラブ生協へ出
荷)

0.848168
改正前に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

農専地区協議会

営農グループ(植
木部・野菜部・果
樹部)、生活クラ
ブ生協との契約
出荷、梅もぎと
り、各種イベント

市民耕作園
水田を埋め立て
て畑地に

20 青葉区寺家 昭和61.3.24 調整→農振→農専 36 ― 19.4 57.2 86.1
イネ、野菜、
梨

ふるさと村事
業の後付け

0.319396
改正後に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

寺家ふるさと村体験
農業振興組合、寺
家ふるさと村四季の
家管理運営委員会

未確認
市民との交流活
動

寺家ふるさと村

21 戸塚区平戸 昭和61.3.24 調整→農振→農専 9 ― 5.3 3.5 8.8 梨 未確認 0.602273
改正後に指

定
農専地区指
定後に整備

改良区なし 農専地区協議会 月1回 観光農園 なし
逆線引き(1983)
後、農専に。果
樹の里と銘打つ

22 緑区鴨居原 昭和61.9.1 調整→農振→農専 20 ― 8.2 8.9 17.1 軟弱野菜 土地改良の
ため

0.631579 改正後に指
定

農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

未確認 未確認 未確認 なし 鴨居・東本郷と
地権者が重なる

23 金沢区柴 平成3.3.30 調整→農振→農専 76 ― 9 8.4 17.4

ミカン、ジャガ
イモ、サツマ
イモ(地元農
家が栽培して

市から市民
農園開設の
要望があった
ため

0.574713
改正後に指

定
農専地区指
定後に整備

農専→改良区
設立

土地改良区、観光・
直売組合、機械利
用組合、散水組合

隔月 収穫祭、直売
柴シーサイド
ファーム

地権者は漁師が
多い

24 青葉区保木 平成4.3.3 調整→農振→農専 45 ― 10.8 3.9 14.7 野菜、植木
市が持ちか
けた

0.714286
改正後に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

未確認 未確認 未確認 なし

25
都筑区佐江戸宮

原
平成5.3.15 調整→農振→農専 42 ― 6.4 2.2 8.6 野菜、果樹

市が持ちか
けた

0.697674
改正後に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

未確認 未確認 生活クラブ生協 なし

26 緑区北八朔・川和 平成9.5.15 調整→農振→農専 110 14 15.5 10.3 39.8
イネ、果樹
(直売)

市が持ちか
けた

0.829146
改正後に指

定
整備後に農
専地区指定

改良区設立→
農専

未確認 未確認 なし なし 梨の産地。

27 緑区長津田台 平成18.8.30 調整→農振→農専 34 ― 19.7 2.3 22
植木、野菜
(直売型野菜)

畑地かんが
い整備のた
め

1.490909
改正後に指

定
農専地区指
定後に整備

改良区なし 農専地区協議会 なし
田奈恵みの里、
市民耕作園

反対派は農専地
区に指定せず。
のちに反対派の

指定順番(都市計画法、
農振法)

特記事項
指定順番(土地改

良区)

地区面積(ｈａ)
主な作物 指定動機

農振農用地
率

改正前後
地区指定と整備

の関係
番号 地区名 指定年月日

関係農家
戸数(戸)

組織 会議頻度 新たなグループ・活動 他政策との関連

横浜市農業専用地区制度が市街化調整区域農業の 
持続性に果たす役割の解明 

〇沼尻勇太*  中島正裕**  横山大起*** 
*東京農工大学大学院農学府 **東京農工大学大学院農学研究院 ***東京農工大学農学部 

1. 研究背景 

1.3 研究目的 

農専地区制度導入後の実態(全27箇所)と市街化調整区域にお
ける農業の持続性に果たす役割の多角的解明 

3. 農専地区の実態解明とタイプ別分類 

4. 農専地区協議会が舞岡ふるさと村の導入・展開に果たした役割 

5. 農専地区協議会が鴨居・東本郷地区の農業振興に果たした役割 
5.1 鴨居・東本郷地区の展開プロセス 5.2 農専地区協議会が市民耕作園 

   に果たす役割 

図1 現在の農専地区と法定土地利用の関係 

市街化調整区域 

農業振興地域 

農振農用地区域 

農専地区 

• 先行研究…農専地区制度制定当時の制度評価(東、

1972) 、個別地区の経営比較(生井ら、1986)にとどまる 

4.1 農専地区制度の展開プロセス 

〇農専地区の実態 

• 農村資源(自然環境、農村文化、地場産業など)を活かして市民
交流を行うことで地域活性化を図る横浜市の農業振興策 

• 寺家地区と舞岡地区の2地区 

〇ふるさと村事業(1982年～)とは 

3.1 農専地区の実態解明 
ヒアリング・文献調査により作成 

3.3 ヒアリング調査によるタイプ別の特徴把握 

新たな政策の導入時に、農専地区
がその拠点となりうる 

農専地区協議会(制度の特徴④)に着目 

• 農専地区協議会が政策の導入・展開にどのように関わっ
ているのかを解明(舞岡地区、鴨居・東本郷地区) 

 

• 協議会メンバーの新たな営農活動の展開と農専地区協
議会の活動との関連を解明(鴨居・東本郷地区) 

4.2 組織体制の変遷プロセス 

5.3 協議会メンバー個人による交流活動の展開 

所在地：戸塚区 

面積：91ha 

(田9.9ha 畑19.3ha 山林その他61.7ha) 

舞岡ふるさと村 

図4  サツマイモ祭り 

舞岡出荷組合(1988年設立) 

(37名) 

横浜農協 

農協店先を利用した 
野菜の直売 

農業補助事業の実施 

南区婦人部 

市民 

〇農専地区指定による農業振興の展開期 〇ふるさと村への展開期 
4.3 農専地区協議会が果たした役割 

• ふるさと村整備事業の導入 
• 市民の森制度の導入 

1.1 都市近郊の市街化調整区域における農業持続の課題 

表1 市の政策が導入されている農専地区と農専
地区協議会の貢献の有無 

農専地区名 導入された市の政策 農専地区協議会の政策への貢献

舞岡地区 舞岡ふるさと村 農専地区協議会が事業推進に関わる

鴨居・東本郷地区 市民耕作園 農専地区協議会が栽培指導を行っていた
寺家地区 寺家ふるさと村 農専地区協議会が設立されていない
柴地区 柴シーサイドファーム 農専地区協議会が設立されていない
長津田台地区 市民耕作園、恵みの里事業 事業と農専地区協議会の関わりは未解明

表4 鴨居・東本郷地区における交流活動の変遷 

地区名 新たな活動

鴨居・東本郷地区
生活クラブとの契約出荷
生活クラブ組合員との交流

表2 協議会メンバーによる新たな営農活動
が行われている地区とその内容 

農専地区の指定が新たな営農
活動の契機となる 

• 農協が農家から土地を借りて開設・運営する市民農園 
• 鴨居・東本郷地区に2001年開設、市内に5地区(2011年) 

〇市民耕作園(2000年～)とは 

→既存制度の仕組みに「栽培指導」を導入 
※現在は市民の栽培技術向上により指導を終了 

農専地区協議会 

横浜農協 市民 

農地の提供 市民への栽培指導 
土日：農園にて指導 
平日：自らの畑にて質問受付 

借地料、指導料 

農園の貸し出し 

農園利用料金 

b.鴨居・東本郷地区における市民耕作園の仕組み 

農家 

横浜農協 市民 

農地の提供 
借地料 

農園の貸し出し 

農園利用料金 

a.通常の市民耕作園の仕組み 

5.4 農専地区協議会が果たした役割 

• 都市計画法の線引きや農振法だけでは農地保全の効果は
不十分であるため、その不備を自治体が補う必要(小嶋、2007) 

• 当制度の特徴(図2)の ③と④は市街化調整区域の内発的農業振興
を促進させるのでは？…しかしそれらの役割、効果は未解明 

図3  舞岡ふるさと村の案内板 

一括販売方式*の 
構築 

年 出来事

1977年 農専地区協議会設立
1979年 農専地区指定
1981年 観光農業振興事業による果樹園整備の開始
1983年 地域農業集団育成事業の開始
1985年 南区睦町婦人部との直売開始

1987年
地元大手スーパーへの直納開始
農協舞岡支店店先を利用した野菜の直売開始

1988年 舞岡出荷組合設立

1990年
舞岡ふるさと村推進協議会設立
舞岡ふるさと村指定

1997年 総合案内所「虹の家」の設置・開設

2001年

市民の森指定(名称：舞岡ふるさとの森)
農林水産祭むらづくり部門で「農林水産大臣賞」、「(財)
日本農林漁業振興会会長賞」受賞
(社)中央畜産会　畜産対象地域振興部門「優秀賞」受賞

表3 舞岡地区の変遷 

農
専
地
区
指
定
に

よ
る
農
業
振
興
の

展
開
期 

ふ
る
さ
と
村
へ
の

展
開
期 

農産物の掘り取り、もぎ取りや収穫
祭など都市交流活動 

1.2 自治体による独自の農業振興策の事例 

横浜市農業専用地区制度(以下、農専地区制度) 

都市計画法改正、農振法に先駆けて制定(1968) 

現在は各法定土地利用に上乗せされるかたちで指定が継続(図1) 
… 
… 

 
①10ha以上の集団農地を指定 
②指定地区には高率の農業補助 
  (基盤整備10割、施設整備8割)  

③ボトムアップ的制度 
  (実質的に地元農家による申請方式) 

④農専地区協議会の設立 
 

   図2 農業専用地区制度の特徴  

2. 研究方法 

• 27地区 
• 1036.7ha 
(2011.12.27時点) 

 

■研究対象地  

■分析フロー 

80戸未満が7割 20～40haが4割 
60ha以上も26% 

3.2タイプ別分類(指定順序) 

→農専地区内では比較的大規模な経営 

40a以上が4割以上 

※全国の調整区域における 
農家1戸あたり平均耕地面積：38.2a 

産直 

*一括販売方式とは 

• 2003年以降、横浜市域全体に広がる
(2006年度売上 3億7000万円) 

出荷 

• 従来の農協出荷と異なり、品目、
量、時期を問わず出荷できる 

農専地区協議会が発展 

ふるさと村推進協議会
の事務局として連携 

地域振興活動の
展開 

年代 主な交流イベント

1981 生活クラブ生協との契約栽培開始(7戸の農家)

1982
農専地区指定
生活クラブ生協の産直祭りに参加

1985 「農と食をつなぐ漬物講習会」開催

1987
農専地区紹介ミニ絵本『畑のお話を聞いてみませんか？』発行
とうもろこし収穫祭の開催

1988 いちご祭り開催

1989
第一回梅もぎ祭り開催
ちびっこ祭り開催

2001 市民耕作園開設
2002 生活クラブ生協組合員の畑作業の参加開始

2011
生活クラブ生協組合員対象の市民農園「生活クラブファーム」開
設

交流無し 

横浜市 
農業専用地区 

2割の地区で他政策
を実施 

横浜市 横浜農協 

農
専
地
区
協
議
会
に
よ
る

交
流
イ
ベ
ン
ト
の
展
開
期 

図5 鴨居・東本郷地区における市民耕作園 

政
策
導
入
、
個
人

活
動
の
展
開
期 

6. まとめと今後の課題 

2. 生活クラブ生協組合員との交流活動 

→市民耕作園における農専地区協議会の活動が個人の活動にも展開 

個人による交流活動への展開 

• 農専地区制度…これまで高率の農業補助(制度の特徴②)が注目されることが多かった 
→それに加え、農専地区協議会の活動が農専地区の農業振興に大きな役割を果たしている 

■まとめ 

■今後の課題 
• 残り18か所の農専地区における現地調査…更なる実態解明 
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1. 梅もぎ体験 

• 当初は農専地区協議会により開催(1989) 
• 現在は協議会メンバー個人で開催 

→農専地区協議会による交流イベントを礎に個人の活動が展開 

農専地区協議会 

• 他主体との連携体制の構築による農業
振興の展開 

ふるさと村推進協議会 

• 協議会の組織分化、活動の拡大 
• 連携体制の維持・発展 
→地域振興の担い手に発展 

生活クラブ生協 

契約農家 
(7戸) 

組合員 
(消費者) 

一括販売方式
による出荷 

・市民農園の提供 
・栽培指導 

畑作業の参加 

横浜市 

横浜市 

ふるさと村事業
の導入 

役割：①政策導入への信頼を担保 
     ②地域振興活動の基礎をつくった 

農専地区協議会による活動 

市民耕作園 交流イベント 

「栽培指導」の導入 交流体制の確立 

役割：個人による交流活動の土台となった 


